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資料６

地方独立行政法人山口県産業技術センター（素案）
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附則

第１章 総則

（目的）

この地方独立行政法人は、産業技術に関する技術支援及び研究開発等を行うこと第１条

により、産業技術の向上を図るとともに、山口県における産業の振興、経済の発展及び

県民生活の向上に寄与することを目的とする。

■定款規定事項（地方独立行政法人法（以下「法」という ）第８条第１項第１号）。

（名称）

この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人山口県産業技術センター（以第２条

下「法人」という ）とする。。

■定款規定事項（法第８条第１項第２号）

■名称の中に 「地方独立行政法人」という文字を使用しなければならない（法第４条第１項）、

（設立団体）

法人の設立団体は、山口県とする。第３条

■定款規定事項（法第８条第１項第３号）

（事務所の所在地）

法人は、事務所を山口県宇部市あすとぴあ 丁目 番 号に置く。第４条 4 1 1

■定款規定事項（法第８条第１項第４号）



- 2 -

（法人の種別）

法人は、特定地方独立行政法人とする。第５条

■定款規定事項（法第８条第１項第５号）

（公告の方法）

法人の公告は、山口県報に登載して行う。第６条

■定款規定事項（法第８条第１項第１０号）

■先行の地方独立行政法人の例を参考

第２章 役員

（定数）

法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事３人以内及び監事２人以第７条

内を置く。

■定款規定事項（法第８条第１項第６号）

■理事の定数は、先行の地方独立行政法人の例を参考

（役員の職務及び権限）

理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。第８条

２ 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故が

あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

３ 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

４ 理事は、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理

事長が欠けたときはその職務を行う。この場合において理事が二人以上あるときは、あ

らかじめ理事長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

５ 監事は、法人の業務を監査する。

６ 監事は 監査の結果に基づき 必要があると認めるときは 理事長又は山口県知事 以、 、 、 （

下「知事」という ）に意見を提出することができる。。

■第１項…法第１３条第１項において規定

■第２項…法第１３条第２項の規定により、副理事長の職務及び権限を規定

■第３項及び第４項…法第１３条第３項の規定により、理事の職務及び権限を規定

■第５項…法第１３条第４項において規定

■第６項…法第１３条第５項において規定
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（役員の任命）

理事長及び監事の任命は、知事が行う。第９条

２ 副理事長及び理事の任命は、理事長が行う。

■第１項…法第１４条第１項及び 項において規定2

■第２項…法第１４条第３項において規定

（役員の任期）

理事長の任期は、４年とする。第１０条

２ 副理事長及び理事の任期は、４年とする。

３ 監事の任期は、２年とする。

４ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

５ 役員は、再任されることができる。ただし、その任期は 年とし、通算して８年を超2
えることはできない。

■第１項…法第１５条第１項により、理事長の任期を 年と規定4

■第２項…法第１５条第１項により、副理事長及び理事の任期を４年と規定

■第３項…法第１５条第１項の規定により、監事の任期を２年と規定

先行の地方独立行政法人の例を参考

■第４項…再任が可能なことについては、法第１５条第２項において規定

再任の場合は 年とし、チェック機能を設ける。2

第３章 業務の範囲及びその執行

（業務の範囲）

法人は、次に掲げる業務を行う。第１１条

（１）産業技術に係る試験、研究及び調査に関すること。

（２）産業技術に係る相談、支援、普及及び活用に関すること。

（３）試験機器等の設備及び施設の提供に関すること。

（４）産業技術の研修に関すること。

（５）産業技術に関する情報、資料の収集及び提供に関すること。

（ ） 、 。６ 前各号に掲げるもののほか 産業技術の向上を図るために必要な業務に関すること

■先行の地方独立行政法人の例及び現行の設置条例を参考

■定款規定事項（法第８条第１項第７号）
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（業務方法書）

法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方第１２条

法書の定めるところによる。

■法第２２条第２項の規定により、業務方法書に記載すべき事項は、県の規則で定める。

第４章 資本金等

（資本金）

法人の資本金は山口県が出資する別表に掲げる資産について、出資の日現在に第１３条

おける時価を基準として、学識経験者の意見を聴いて山口県が評価した価額の合計額と

する。

■定款規定事項（法第８条第１項第９号）

■出資財産については、別表で土地、建物を規定

（解散に伴う残余財産の帰属）

法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるとき第１４条

は、当該残余財産を山口県に帰属させる。

■定款規定事項（法第８条第１項第１１号）

■法第９２条第２項の規定により、残余財産を山口県に帰属させることを規定

第５章 雑則

（委任）

法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほ第１５条

か、法人の規程の定めるところによる。

■組織、人事・給与、財務等に関する各種規程

附 則

（施行期日）

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。

■平成２１年４月１日に登記により成立
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別表（第１３条関係）

１ 土地

面 積
所 在

(単位 平方メートル)

宇部市あすとぴあ 丁目 番 ４９，５４０．３０4 1
宇部市あすとぴあ 丁目２番３ ４，５３８．９９4

２ 建物

床面積
種 類 所 在

(単位 平方メートル)

事務所・実験室 宇部市あすとぴあ４丁目 番地 １５，７１２．６７1
実験室・倉庫 宇部市あすとぴあ４丁目 番地 １５７．６７1
車庫・倉庫 宇部市あすとぴあ４丁目 番地 ７３．２２1
事務所・実験室 宇部市あすとぴあ４丁目２番地３ ８９１．００


